
2020年2月以降に退職金をお受取の方ご利用いただける方

100万円以上で受給退職金金額を上限とします。お預入金額

3ヶ月、6ヶ月、1年　※満期後自動継続お預入期間
●上乗せ金利は、初回満期までの適用とさせていただきます。
●初回満期以降は通常金利のお取扱いとなります。
●退職金からのお預入に限らせていただきます。
●お利息には、2037年12月31日まで復興特別所得税が
　適用され、税率20.315％（国税15.315％・地方税5％）
　となります。

そ　の　他
お申込み時に「退職所得の源泉徴収票」「退職金支給明細書」
「退職金振込み通帳」等退職金受取金額を確認できる書類（写）
をご提示いただきます。

必 要 書 類

やむを得ず中途解約された場合には、中途解約利率を適用さ
せていただきます。

中 途 解 約

この定期預金は、預金保険制度の対象預金です。預金保険によ
って元本1,000万円までとそのお利息が保護の対象となります。
（当金庫に複数の口座がある場合は、それらの預金元本を合計
して1,000万円までとそのお利息が保護されます。)

預金保険制度

http://www.sagashin.co.jp/saving/retirement.html

通常上乗せ金利

「ゴールドライフ定期」を
ご契約された方で既に
当金庫口座に年金振込を
指定されている方、または
預入と同時に当金庫口座に
　　新たに年金受取を指定
　　された方は特別上乗せ
　　金利となります。

特別上乗せ金利

0.20％
店頭表示金利にプラス預入期間

1年0.30％
店頭表示金利にプラス預入期間

6ヶ月0.50％
店頭表示金利にプラス預入期間

3ヶ月

0.10％
店頭表示金利にプラス預入期間

1年0.15％
店頭表示金利にプラス預入期間

6ヶ月0.25％
店頭表示金利にプラス預入期間

3ヶ月

さがしんきん 退職金専用定期預金さがしんきん 退職金専用定期預金
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ゴールドライフ定期

お取扱期間▶2022年1月1日（土）～2022年6月30日（木）



あなたの笑顔がみたいから

http://www.sagashin.co.jp

●本店営業部
TEL 0952（22）2145

●早津江支店
TEL 0952（45）2151

●神野支店
TEL 0952（31）3161

●西支店
TEL 0952（25）3165

●尼寺支店
TEL 0952（62）2331

●大崎支店
TEL 0952（26）2431

●高木瀬支店
TEL 0952（31）2420

●鳥栖支店
TEL 0942（82）0689

●天祐支店
TEL 0952（25）3221

●神埼支店
TEL 0952（53）3353

●佐賀医大前支店
TEL 0952（30）0620
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令和4年1月現在

●本商品は、信金中央金庫の商品であり、信用金庫は信金中央金庫の信託契約代理店として媒介をいたします。●ご契約に際しては、お客様と信金中央金庫が契約当事者となります。
●詳しくは当信用金庫までお問い合わせください。商品パンフレット等をご用意しています。

ご自分の将来、大切なご家族の為にさがしんきんにご相談ください。

さがしんきんはお客様に満足していただけるよう、さまざまな商品・サービスを取扱っています。

◆一時払終身保険

◆生命保険

◆提携先の専門家による相続全般サポート

病気やけがに備える医療保険・がん保険の取扱いも
行っています。

・相続財産がどれほどあるのか、相続人が何人いる
のか把握したい

・相続税がどれほどかかるのか、今からできる相続
税対策を知りたい

・相続トラブルを未然に防ぐために、遺言を遺して
おきたい等

◆投資信託
多彩なラインナップから、運用プランにあわせて
お選び頂けます。

万一のときの保障が一生涯続き、相続対策や生活
資金の準備にも活用できます。

ご自分の将来やご家族の未来のために、
必要となる資金をあらかじめ準備できます。

万が一のとき、ご家族が
すぐに使える安心を！

で安心、元本保証
預金保険の対象

簡単 な手続きで、
迅速 にお受取り

定期的 な
お受取りも可能

お子さまへ、お孫さまへ、ご家族へ、
生前贈与をサポートします。

相続税対策には、
生前贈与が効果的です！

で安心、
簡単 な手続き

元本保証
預金保険の対象

誰に、いくら贈るか
指定可能

こんな時におすすめです こんな時におすすめです
●ご家族の当面の必要資金を準備して
　おきたい
●葬儀費用をすぐ支払えるように備
　えておきたい
●相続税の納税資金を確保しておきたい

●多くの子供・孫に財産をおくりたい
●相続税の負担を減らしたい
●手間をかけずに生前贈与をしたい

お気軽にお問い合わせください。

（別途、手数料がかかる場合がございます。）




